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不適切な証拠等を想定した弁護士による証拠1確認等の対応策 

2026/2/25 弁護士 篠島正幸 

１ 不適切な証拠の例 

・偽造／変造（無権限者による作成者冒用／内容変更）

・無形偽造／虚偽記載（権限の有無を問わず内容虚偽記載）

２ 証拠確認の大まかな手順 

  Ⅰ 成立の真正の確認（民事訴訟法228条 1項、4項） 

証拠を取得後、署名・捺印等が適切であることを確認 

可能であれば作成者への事実確認（成立の真正確認。ただし、事情聴取によりⅡ

の内容の真実性も確認することになる。）2 

  Ⅱ 内容の真実性の確認 

作成者および関係者への事実確認 

関連する証拠その他の状況との整合性を確認（内容の真実性確認）。 

３ 証拠方法に応じた確認方法の分類 

（１）文書（書証）3 

ア 生来的文書（手書き書面・プリントアウトのうえ署名捺印あり）

（ア）原本が確認できる場合

Ⅰ 成立の真正の確認 

ⅰ 署名捺印 ＋ それによる凹凸 

ⅱ 体裁の不自然性（紙面の古さ等） 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係との整合性 

（イ）写しのみが確認できる場合 

Ⅰ 成立の真正の確認 

ⅰ 正写の確認 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係との整合性等 

イ その他の文書（署名捺印なき文書、電磁的記録の印刷物等）

Ⅰ 成立の真正の確認

ⅰ 作成者が把握できれば、作成者に確認 

ⅱ 体裁の不自然性の有無 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

1 公文書及び公的電磁記録は除く。 
2 訴訴訟の相手方当事者から入手した場合、尋問等を通じて確認するほかはない。 
3 ここでは紙面を指す。なお公文書は除外する。 
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ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係（例：前後のログ）との整合性等 

（２）電磁的記録（生まれながらに電子的な証拠）4 

ア 電子署名付きの電磁的記録

Ⅰ 成立の真正の確認

ⅰ 電子署名 

ⅱ 必要に応じて体裁等の不自然性の有無 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係との整合性等 

イ 電子署名のない電磁的記録（例：電子メール等をそのまま証拠提出）

Ⅰ 成立の真正の確認

ⅰ 体裁から作成者が把握できれば、作成者に確認 

ⅱ デジタル付加的情報の内容 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係との整合性等 

ウ 文書（紙面）を電子ファイル化した電子情報5

Ⅰ 成立の真正の確認

ⅰ 正写の確認 

ⅱ 体裁から作成者が把握できれば、作成者に確認 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅱ 他の証拠又は事実関係との整合性等 

エ 電磁的記録を複製・加工した電磁的記録6

Ⅰ 成立の真正の確認

ⅰ デジタル付加的情報の内容 

Ⅱ 内容の真実性の確認 

ⅰ 電磁的記録が生み出された日時、記録媒体の状況等 

ⅱ 内容の不自然性（当該文書内容自体の矛盾齟齬・時系列との整合性等） 

ⅲ 他の証拠又は事実関係との整合性等 

以上 

4 電磁ファイル（電子記録媒体）に記録された電子情報を指す。公的電磁的記録は除外する。 
5 本来は電磁的記録化される前の文書（紙面）の原本を確認すべきである。 
6 テキスト、音声、図画、動画、ウェブサイトなどの電磁的記録を、別の電磁的ファイルとして複

製、ファイル形式を変更して保存、音声ファイルをノイズキャンセリングして保存、ウェブサーバ

ーからダウンロードし再構成したウェブサイトの一部をスクリーンショットして保存するよう方法

で複製・加工された電磁的記録を指す。 


